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第７章    審    判 
 

 

 

第１節 総      則 

 

 

第１３３条〔目  的〕 

本章の規定は、本協会および本協会管轄下のサッカー協会に登録されたサッカー競

技の審判員（以下「サッカー審判員」という）およびフットサル競技の審判員（以下

「フットサル審判員」という）ならびにサッカー競技の審判員の指導者（以下「サッ

カー審判指導者」という）およびフットサル競技の審判員の指導者（以下「フットサ

ル審判指導者」という）の資格および地位に関する事項を定めることを目的とする。 

 

第１３４条〔本協会の統制〕 

本協会は、日本国内において行われるすべてのサッカー競技およびフットサル競技

の審判に関する事項について統制する権限を持つ。 

 

第１３５条〔公式試合のサッカー審判員およびフットサル審判員、サッカー審判指導者お

よびフットサル審判指導者〕 

① 本協会に登録されたサッカー審判員およびフットサル審判員（以下「審判員」とい

う）以外の者は、日本国内における一切の公式試合の審判活動を行うことはできない。 

 ただし、本協会が招聘した外国人審判員はこの限りではない。 

② 本協会に登録されたサッカー審判指導者およびフットサル審判指導者（以下「審判

指導者」という）以外の者は、本国内における一切の公式試合の審判員を指導するこ

とはできない。 

 ただし、本協会が招聘した外国人審判指導者はこの限りではない。 

 

 

第２節 審判員の資格 

 

 

第１３６条〔資格の種類〕 

審判員の資格は、次の９種類とする。 

(1)  １級審判員 

(2)  女子１級審判員 

(3)  ２級審判員 

(4)  ３級審判員 

(5) ４級審判員 

(6) フットサル１級審判員 

(7) フットサル２級審判員 

(8) フットサル３級審判員 

(9)  フットサル４級審判員 

 

第１３７条〔技能の区分〕 

①  １級審判員は、本協会が主催等するサッカー競技の試合（以下「試合」という）の
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主審を行う技能を有する者とする。 

②  女子１級審判員は、本協会管轄の第２種、第３種、第４種および女子の試合の主審

を行う技能を有する者とする。 

③ ２級審判員は、地域サッカー協会が主催する試合の主審を行う技能を有する者とす

る。 

④  ３級審判員は、都道府県サッカー協会が主催する試合の主審を行う技能を有する者

とする。 

⑤  ４級審判員は、都道府県サッカー協会を構成する支部および地区／市区郡町村サッ

カー協会の傘下の団体、連盟等が主催する試合の主審を行う技能を有する者とする。 

なお、４級審判員で特に優れた技能を有すると都道府県サッカー協会の審判委員会

が認めた者については、都道府県サッカー協会主催の試合において、主審を行うこと

ができる。 

⑥ フットサル１級審判員は、本協会が主催するフットサル競技の試合（以下「フット

サル試合」という）の主審および第２審判を行う技能を有する者とする｡ 

⑦  フットサル２級審判員は、地域サッカー協会が主催するフットサル試合の主審およ

び第２審判を行う技能を有する者とする｡ 

⑧ フットサル３級審判員は、都道府県サッカー協会が主催するフットサル試合の主審

および第２審判を行う技能を有する者とする。 

⑨ フットサル４級審判員は､都道府県サッカー協会を構成する支部および地区／市区

郡町村サッカー協会の傘下の団体・連盟等が主催するフットサル試合の主審および第

２審判を行う技能を有する者とする｡ 

なお、フットサル４級審判員で特に優れた技能を有すると都道府県サッカー協会の

審判委員会が認めた者については、都道府県サッカー協会主催のフットサル試合にお

いて主審および第２審判を行うことができる。 

 

第１３８条〔資格の認定〕 

① １級審判員の資格は、２級審判員および女子１級審判員のうちから、本協会または

地域サッカー協会主催の１級審判員認定審査会において適格と認められた者に対して

本協会が認定する。 

１級審判員認定審査会の開催基準については、本協会審判委員会が定める。 

② 女子１級審判員の資格は、女子の２級審判員のうちから、本協会または地域サッカ

ー協会主催の女子１級審判員認定審査会において適格と認められた者に対して本協会

が認定する。 

女子１級審判員認定審査会の開催基準については、本協会審判委員会が定める。 

③ ２級審判員の資格は地域サッカー協会が、３級および４級審判員の資格は都道府県

サッカー協会が、それぞれの協会が主催する認定審査会において適格と認められた者

に対して本協会が認定する。 

各級の審判員認定審査会の開催基準については、本協会審判委員会が定める。 

④ フットサル１級審判員の資格は、フットサル２級審判員、１級審判員および女子１

級審判員のうちから、本協会または地域サッカー協会主催のフットサル１級審判員認

定審査会において適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

フットサル１級審判員認定審査会の開催基準については、本協会審判委員会が定め

る。 

⑤ フットサル２級審判員の資格は地域サッカー協会が、フットサル３級および４級審

判員の資格は都道府県サッカー協会が、それぞれの協会が主催する認定審査会におい

て適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

各級の審判員認定審査会の開催基準については、本協会審判委員会が定める。 

⑥ 第３項および第５項の規定にかかわらず、本協会は、２級、３級および４級審判員
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の資格認定を行うことができる。 

⑦ 審判技能が著しく低下した場合および所定の義務を著しく怠った場合、本協会また

は該当する審査協会は、その協会の審議を経て、その審判員の降級を行う。 

⑧ 前各項の規定にかかわらず、本協会は、外国で審判資格を取得した者については、

その技能により適切なサッカー審判員またはフットサル審判員の資格を適宜認定する

ことができる。 

 

第１３８条の２〔資格の認定期間〕 

認定期間を次のとおりとする。 

(1) 資格を新規に取得した者は、認定月日から当該年度末（３月３１日）までとする。 

(2) 資格を更新する者は、４月１日から当該年度末（３月３１日）までとする。 

 

第１３９条〔資格認定における除外事由〕 

審判活動の遂行に支障があると認められる者に審判資格を認定することはできない。 

 

第１４０条〔定年による引退〕 ＜削除＞ 

 

 

第３節 審判員の登録 

 

 

第１４１条〔資格の新規登録〕 

４級審判員の新規登録は、以下のとおりとする。 

(1) 本協会が新規に資格を認定した審判員は、それぞれの所属する都道府県サッカー

協会に所定の登録料を納付して新規登録の事務手続きを行わなければならない。 

(2) 本協会は、審判員の資格認定証として審判証を交付する。 

 

第１４２条〔資格の更新〕 

審判員の資格の更新は、以下のとおりとする｡ 

(1) 審判員が翌年度にその資格の更新を希望する場合、資格有効期間内に更新の審査

をする協会が定める講習を受講し、かつ本協会が定めた登録料を支払わなければな

らない。  

(2) 本協会は、更新を終了した審判員の資格認定証として審判証を交付する。 

 

第１４３条〔登録料〕 

① 審判員は、本協会、地域サッカー協会または都道府県サッカー協会が定める登録料

を、所属する都道府県サッカー協会に納付しなければならない。 

② 本協会への登録料は、毎年１年分を納付するものとする。 

③ 本協会登録料の金額は、次のとおりとする。 

(1) １級審判員 ２０，０００円 

(2) 女子１級審判員 １２，０００円 

(3) ２級審判員 ５，０００円 

(4) ３級審判員 ３，０００円 

(5) ４級審判員 ２，５００円 

(6) ３級審判員（１８歳未満） １，０００円 

(7) ４級審判員（１８歳未満） ５００円 

(8) フットサル１級審判員 １２，０００円 

(9) フットサル２級審判員 ５，０００円 
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(10) フットサル３級審判員 ３，０００円 

(11) フットサル４級審判員 ２，５００円 

(12) フットサル３級審判員（１８歳未満） １，０００円 

(13) フットサル４級審判員（１８歳未満） ５００円 

④ 資格を更新する審判員の年齢は、更新手続きを行う年度開始日の前日（３月３１日

現在）の年齢とする。 

 

第１４４条〔届 出〕 

審判員は、届出済の審判員情報に変更を生じた場合、可及的速やかに所定の手続き

により変更しなければならない。 

 

 

第４節 審判員の義務 

 

 

第１４５条〔義  務〕 

① 審判員は、主審を行った試合の審判報告書を、その試合日を含む２日以内に、その

試合の主催サッカー協会長あてに送付しなければならない。 

② 審判員は、所定の講習、研修会等に参加し、自己の審判技術の向上に努め、積極的

に審判活動を行わなければならない。 

③ 女性の審判員は、懐妊から産後１年を経過するまでの間は、所定の講習、研修会等

の出席を免除される。 

 

第１４６条〔服装等〕 

審判員の服装は、シャツ、ショーツおよびストッキングのいずれも黒色であること

を基本とするが、シャツについては他の色のものを着用することも認める。ただし、

いずれの場合も、競技者の服装と明確に区別できる色で、かつ、当該試合を担当する

審判員の服装が統一されていることを原則とする。 

 

第５節 審判員の養成 

 

 

第１４７条〔審判講習会〕 

① 本協会は、審判技術向上のため、１級、女子１級審判員講習会を年２回以上、フッ

トサル１級審判員講習会を年１回以上開催する。 

② 審判技術向上のため、地域サッカー協会はサッカーおよびフットサルの２級審判員

講習会を、都道府県サッカー協会はサッカーおよびフットサルの３級、４級審判員講

習会を、それぞれ年１回以上開催する。 

 

第１４８条〔１級および女子１級審判講習会〕 ＜削 除＞ 

 

 

第６節 審判指導者の資格 

 

 

第１４９条〔資格の種類〕 

本協会が認定および管轄する審判指導者の資格は、次の７種類とする。 

(1)  Ｓ級審判インストラクター 
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(2) １級審判インストラクター 

(3)  ２級審判インストラクター 

(4) ３級審判インストラクター 

(5) フットサル１級審判インストラクター 

(6) フットサル２級審判インストラクター 

(7) フットサル３級審判インストラクター 

 

第１５０条〔技能の区分〕 

① Ｓ級審判インストラクターは、１級以下のサッカー審判インストラクターならびに

１級以下のサッカー審判員の指導、評価および認定審査を務める技能を有する者とす

る。 

② １級審判インストラクターは、２級以下のサッカー審判インストラクターならびに

１級以下のサッカー審判員の指導、評価および認定審査を務める技能を有する者とす

る。 

③ ２級審判インストラクターは、３級のサッカー審判インストラクターならびに２級

以下のサッカー審判員の指導、評価および認定審査を務める技能を有する者とする。 

④ ３級審判インストラクターは、３級以下のサッカー審判員の指導、評価および認定

審査を務める技能を有する者とする。 

⑤ フットサル１級審判インストラクターは、２級以下のフットサル審判インストラク

ターならびに１級以下のフットサル審判員の指導、評価および認定審査を務める技能

を有する者とする。 

⑥ フットサル２級審判インストラクターは、フットサル３級審判インストラクターな

らびに２級以下のフットサル審判員の指導、評価および認定審査を務める技能を有す

る者とする。 

⑦ フットサル３級審判インストラクターは、３級以下のフットサル審判員の指導、評

価および認定審査を務める技能を有する者とする。 

 

第１５１条〔資格の認定〕 

① Ｓ級および 1 級審判インストラクターの資格は、それぞれ本協会主催のＳ級または

1 級審判インストラクター認定審査会に参加して、適格と認められた者に対して本協

会が認定する。 

② ２級審判インストラクターの資格は、地域サッカー協会主催の２級審判インストラ

クター認定審査会に参加して、適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

③ ３級審判インストラクターの資格は、都道府県サッカー協会主催の３級審判インス

トラクター認定審査会に参加して、適格と認められた者に対して本協会が認定する。 

④ フットサル 1 級審判インストラクターの資格は、本協会主催のフットサル 1 級審判

インストラクター認定講習会に参加して、適格と認められた者に対して本協会が認定

する。 

⑤ フットサル２級審判インストラクターの資格は、地域サッカー協会主催のフットサ

ル２級審判インストラクター認定講習会に参加して、適格と認められた者に対して本

協会が認定する。 

⑥ フットサル３級審判インストラクターの資格は、都道府県サッカー協会主催のフッ

トサル３級審判インストラクター認定講習会に参加して、適格と認められた者に対し

て本協会が認定する。 

⑦ 審判インストラクター及びフットサル審判インストラクターの認定審査基準は、本

協会審判委員会が定める。 

⑧ 審判指導者等が所定の義務を著しく怠った場合には、該当するその審判指導者等の

審査協会は、当該協会の審判委員会の審議を経て、本協会がその審判指導者等の降級
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を行うことができる。 

⑨ 第２項、第３項、第５項及び第６項の規定にかかわらず、本協会は、２級、３級の

審判インストラクターおよびフットサル審判インストラクターの資格認定または降級

を行うことができる。 

⑩ 前各項の規定にかかわらず、本協会は、外国で審判指導者等の資格を取得した者に

ついては、その技能により適切な各級審判インストタクターまたはフットサル審判イ

ンストラクターの資格を適宜認定することができる。 

 

第１５１条の２〔資格の認定期間〕 

認定期間を次のとおりとする。 

(1) 資格を新規に取得した者は、認定月日から当該年度末（３月３１日）までとする 

(2) 資格を更新する者は、４月１日から当該年度末（３月３１日）までとする 

 

第１５１条の３〔資格認定における除外事由〕 

審判活動の遂行に支障があると認められる者に審判資格を認定することはでき

ない。 

 

第１５２条〔定年による引退〕 

各級の審判指導者の定年による引退は、次のとおりとする。 

(1) Ｓ級審判インストラクターおよびフットサル１級審判インストラクターは、満

65 歳となった日が属する年度の最終日（３月 31 日）に定年により引退する 

(2) １級審判インストラクターは、満 70 歳となった日が属する年度の最終日（３月

31 日）に定年により引退する 

(3) ２級、３級の審判指導者の定年については、それぞれ地域サッカー協会、都道府

県サッカー協会が定める 

  

第１５３条〔解 任〕 ＜削 除＞ 

 

 

第７節 審判指導者の登録 

 

 

第１５４条〔資格の新規登録〕 

審判指導者の新規登録は、以下のとおりとする。 

(1) 本協会より新規に資格を認定された審判指導者は、それぞれの所属する都道府県

協会に所定の登録料を納付して新規登録の事務手続きを行わなければならない 

(2) 本協会は、審判指導者の資格認定証として審判証を交付する 

 

第１５５条〔資格の更新〕 

審判指導者の資格の更新は、以下のとおりとする。 

(1) 審判指導者が翌年度にその資格の更新を希望する場合、資格有効期間内に更新の

審査をする協会が定める講習を受講し、かつ本協会が定めた登録料を支払わなけれ

ばならない 

(2) 本協会は、更新を終了した審判指導者の資格認定証として審判証を交付する 

 

第１５６条〔登録料〕 

① 審判指導者は、本協会、地域サッカー協会または都道府県サッカー協会が定める登

録料を、所属する都道府県サッカー協会に納付しなければならない。 
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② 本協会への登録料は、毎年１年分を納付するものとする。 

③ 本協会登録料の金額は、次のとおりとする。 

 (1) Ｓ級審判インストラクター ２０，０００円 

(2) １級審判インストラクター １０，０００円 

(3) ２級審判インストラクター ４，０００円 

(4) ３級審判インストラクター ２，０００円 

(5) フットサル１級審判インストラクター １０，０００円 

(6) フットサル２級審判インストラクター ４，０００円 

(7) フットサル３級審判インストラクター ２，０００円 

 

第１５７条〔届 出〕 

審判指導者は、届出済の審判指導者情報に変更を生じた場合、可及的速やかに所定

の手続きにより変更しなければならない。 

 

 

第８節 審判指導者の義務 

 

 

第１５８条〔義 務〕 

① 審判指導者は、実施講習会、研修会にかかる報告書を、可及的速やかに派遣協会の

審判委員会に送付しなければならない。 

② 審判指導者は、評価を行った審判員にかかる審判アセスメント報告書を、その試合

日を含む２日以内に派遣協会の審判委員会に送付しなければならない。 

③ 審判指導者は、所定の講習会、研修会等に参加し、自己の審判指導技術の向上に努

め、積極的に活動を行わなければならない。 

④ 女性の審判指導者は、懐妊から産後 1 年を経過するまでの間は、所定の講習会、研

修会等は免除される。 

 

 

第９節 審判指導者の養成 

 

 

第１５９条〔審判指導者講習会〕 

① 本協会は、審判指導者の指導技術向上のため、Ｓ級および１級審判インストラクタ

ー講習会を年２回以上、フットサル１級審判インストラクター講習会を年１回以上開

催する。 

② 都道府県サッカー協会および地域サッカー協会は、管轄する審判指導者の指導技術

向上のため、それぞれの審判指導者講習会を年１回以上開催する。 

 

 

第１０節 審判員および審判指導者の表彰ならびに処分 

 

 

第１６０条〔表  彰〕 

本協会は、審判技術の向上等に著しく貢献のあった審判員および審判指導者を表彰

する。 

 

第１６１条〔処  分〕 
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本協会または第 207 条〔都道府県サッカー協会等における懲罰〕に基づき懲罰を決

定し適用する権限を委任された都道府県サッカー協会は、審判員または審判指導者が、

別紙１『競技および競技会における懲罰基準』または第 229 条〔違反行為〕の各号の

いずれかに該当した場合、それぞれの規定または都道府県サッカー協会の規定にした

がって処分する。 

 

 

第１１節 審判員および審判指導者の旅費等 

 

 

第１６２条〔旅  費〕 

本協会は、審判員および審判指導者が本協会の依頼により試合および競技会の審判

または審判指導を行うことを目的として旅行したときは、本節の定めるところにより、

旅費および手当を支給する。 

 

第１６３条〔旅費の費目〕 

旅費の費目は、交通費、宿泊費および日当とする。 

 

第１６４条〔旅費の計算方法等〕 

旅費の計算方法および支給基準等は、理事会の決定により別に定める。 

 

第１６５条〔日  当〕 

本協会は、旅行日につき一定額の日当を支給するものとし、その金額は、理事会の

決定により別に定める。 

 

第１６６条〔手 当〕 

審判員および審判指導者の手当は、理事会の決定により別に定める。 

 

第１６７条〔国内で行われる国際試合の手当〕 

前条にかかわらず、ＦＩＦＡの規定する「国を代表するチームが参加する試合」ま

たはＦＩＦＡもしくはＡＦＣから派遣された外国人審判員の参加する国際試合におけ

る国際審判員、ＦＩＦＡまたはＡＦＣの審判インストラクターもしくは審判アセッサ

ーの手当は、ＦＩＦＡまたはＡＦＣの規定による金額とする。 

 

第１６８条〔大会等の規定の優先適用〕 

本節の規定と大会等の規定が異なる場合は、大会等の規定を優先して適用する。 

 

第１６９条〔協  議〕 

本節に定めなき事項については、会長と審判本部長との協議により定める。 

 

 


